
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
等
に
係
る
震
災
に
強
い
社
会
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
二
十
五
号
）

一

県
は
、
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
者
と
連
携
し
て
、
被
災
者
の
早
期
の
生
活
再
建
を
図
る
た
め
、
個

々
の
被
災
者
の
被
災
状
況
、
生
活
環
境
等
に
係
る
課
題
に
総
合
的
に
対
応
す
る
体
制
を
構
築
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
自
然
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
六
号
）

一

自
然
海
浜
保
全
地
区
の
指
定
対
象
に
、
水
深
が
お
お
む
ね
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
海
域
を
追

加
す
る
と
と
も
に
、
再
生
さ
れ
又
は
新
た
に
創
出
さ
れ
た
砂
浜
等
を
含
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
七
号
）

一

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
認
定
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
者
が
認
定

地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
計
画
に
従
っ
て
行
う
地
域
脱
炭
素
化
促
進
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
計

画
段
階
環
境
配
慮
書
に
係
る
手
続
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
八
号
）

一

空
気
圧
縮
機
の
う
ち
、
一
定
の
限
度
を
超
え
る
大
き
さ
の
騒
音
を
発
生
し
な
い
も
の
と
し
て
環
境

大
臣
が
指
定
す
る
機
器
を
規
制
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た

。
三

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は

、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
議
会
の
議
員
及
び
徳
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
自
動
車
の
使
用
並
び
に
ビ
ラ
及
び
ポ
ス
タ

ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
九
号
）

一

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
公
営
に
要
す
る
経
費
に
係
る
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た

。
二

選
挙
運
動
用
ビ
ラ
及
び
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
要
す
る
経
費
に
係
る
限
度
額
を

引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以

後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
号
）

一

非
常
勤
職
員
が
そ
の
養
育
す
る
子
の
出
生
後
八
週
間
以
内
に
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
の

要
件
の
一
部
に
つ
い
て
、
当
該
期
間
の
末
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
任
期
が
満
了
す
る
こ

と
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
と
し
た
。

二

非
常
勤
職
員
が
一
歳
か
ら
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
す
る
育
児
休
業

の
要
件
の
一
部
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
の
地
方
等
育

児
休
業
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
の
翌
日
以

前
の
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。



三

非
常
勤
職
員
が
一
歳
六
か
月
か
ら
二
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
す
る
育
児
休
業

の
要
件
の
一
部
に
つ
い
て
、
二
と
同
様
の
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

四

非
常
勤
職
員
の
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
引
き
続
い
て
特
定
職
に
採
用
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
場
合
に
三
回
目
の
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
の
要
件
に
つ
い
て

、
非
常
勤
職
員
以
外
の
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

そ
の
他
所
要
の
整
備
等
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

六

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
一
号
）

一

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
二
号
）

一

失
業
者
の
退
職
手
当
に
係
る
暫
定
措
置
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た

職
員
ま
で
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

職
業
安
定
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年

十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
三
号
）

一

徳
島
県
立
中
央
病
院
又
は
徳
島
県
立
三
好
病
院
に
お
い
て
選
定
療
養
で
あ
る
初
診
又
は
再
診
を
受

け
る
場
合
の
使
用
料
の
額
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
四
号
）

一

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
不
動
産
を
取
得
し
た
者
が
行
う
当
該
取
得
の
事
実
及
び
不
動
産
取

得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
等
に
係
る
申
告
等
の
手
続
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
税
条
例

２

過
疎
地
域
内
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例

３

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
を
図
る
た
め
の
県
税
の
課

税
免
除
に
関
す
る
条
例

４

地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
の
一
部
に
つ
い

て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

過
疎
地
域
内
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十

五
号
）

一

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

条
例
第
三
十
六
号
）

一

地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
の
要
件
に
係
る
地
方
活
力

向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
の
認
定
の
期
限
を
、
令
和
六



年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
の
要
件
に
係
る
特
別
償
却

設
備
の
新
設
又
は
増
設
の
期
間
を
、
計
画
の
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後
三
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

民
生
委
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
七
号
）

一

徳
島
市
、
那
賀
郡
那
賀
町
、
板
野
郡
藍
住
町
及
び
美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
に
お
け
る
民
生
委
員
の
定
数

を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
八
号
）

一

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
手
数

料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

１

長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

２

長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

二

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
九
号
）

一

特
定
少
年
の
特
例
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
休
業
補
償
を
行
わ
な
い
こ
と
と

し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
号
）

一

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則

第
四
十
一
号
）

一

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
二
号
）

一

次
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
証
紙
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

１

長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画
の
認
定
申
請
手
数
料

２

長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画
の
変
更
認
定
申
請
手
数
料

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


